
船舶事故調査報告書 

令和８年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 漁具損傷 

発生日時 令和４年１２月９日 ２３時２０分頃 

発生場所 宮城県南三陸町歌津
う た つ

埼東方沖 

 歌津埼灯台から真方位１０７°１３.５海里付近 

 （概位 北緯３８°３７.９′ 東経１４１°５０.１′） 

事故の概要  漁船第二十六号角
かく

石
いし

丸は、魚群探索中、漁船第三十一全徳
ぜんとく

丸が操業

している漁具に損傷を生じさせた。 

事故調査の経過 令和５年２月１６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第三十一全徳丸、１９９トン 

   １４２４４０、丸徳漁業株式会社 

Ｂ 漁船 二十六号角石丸、１９トン 

   ＩＧ２－２６６３（漁船登録番号）、株式会社角石漁業 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 漁具に損傷 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２６人が乗り組み、まき網漁の目的で、歌津埼

東方沖の漁場海域（以下「本件海域」という。）に向けて僚船と船団

を組み、宮城県仙台塩釜港塩釜区（以下「塩釜港」という。）を出港

した。 

Ａ船は、船団の網船であり、本件海域の漁場に到着後に操業を開始

し、ワイヤで巻き込んで漁網を絞り込む作業を行っていたところ、南

東方から接近してきたＢ船が浮子綱（漁網の上部に付いている綱で、

同綱が沈まないように一定間隔で黄色の浮子（灯火なし）が設置され

ている）を乗り切った。（図１参照） 

船長Ａは、本件海域でまき
．．

網漁の操業を行っている別の複数の船団

の魚群探索船が接近することがあったが、接近する頻度が多いので、

その都度汽笛等で注意喚起をしておらず、Ｂ船に対しても注意喚起を

していなかった。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 接触状況図（イメージ図） 

  

Ｂ船は、Ａ船の船団とは別のまき
．．

網船団の魚群探索船であった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、魚群探索中、Ａ船の浮子綱を乗

り切った。 

分析 Ｂ船は、魚群探索中、本件海域においてまき
．．

網漁を実施中のＡ船の

浮子綱を乗り切り、同綱を切断したものと考えられる。 

Ａ船の操業中、度々他の船団の魚群探索船がＡ船に接近することが

あったが、同船が浮子綱を避けていたことから、船長Ａは、接近する

Ｂ船に対してもその都度汽笛を鳴らすなど、十分に注意喚起信号を行

わなかったものと考えられる。 

船長Ｂは、魚群探索に意識を集中し、前方の見張りを行っていな

かったものと考えられるが、船長Ｂから必要な情報が得られなかった

ことから、船長Ｂの見張り及び操船状況を明らかにすることができな

かった。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船がまき
．．

網の絞り込み作業を実施中、Ｂ船が魚

群探索中、船長Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、

Ａ船の漁具の存在に気付くのが遅れ、Ｂ船がＡ船の浮子綱を乗り切っ

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・多数のまき
．．

網漁船が集まって操業する海域においては、魚群探索

船の船長は、他船の漁具の設置状況（浮子綱等）を確認しつつ探

索作業を行うこと。特に、夜間は、漁具が見にくいことから見張

りを厳重に行うこと。 

・まき網船団の船団長等は、他の船団が自船団の近くで操業する場

合、他の船団の漁具損傷を防止するため、自船団の船舶の動静を

監視し、適切に指示を行うこと。 

・まき網漁における魚群探索船の船長は、操業中、周囲の見張りを

漁具 

Ａ船 

作業艇 

約３２０ｍ 

Ｂ船 
浮子 

浮子綱 



適切に行い、接近する他船に汽笛等で注意喚起を行うこと。  


